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ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理の制度化について 

 皆さん、ご存じのとおり、食品衛生法が昨年の６月１３日に改正されてから一年がたちました。 その時に大きな７本
柱（１・広域的な食中毒事案への対策強化 ２・ＨＡＣＣＰ（ハサップ）の考え方を取り入れた衛生管理の制度化 ３・特別
の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集 ４・国際総合的な食品用器具、容器包装の衛生規
制の整備 ５・営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設 ６・食品リコール情報の報告制度の創設 ７・その他（乳
製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る既定の創設等）が掲げら
れました。このうちＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化（まだ罰則のある義務化ではない）については、原則として全
ての食品等事業者が対象で、本施行は来年の２０２０年６月１３日からですのでご注意下さい。 
 

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた制度化に至った背景について 

厚生労働省は次の５つの要因を挙げています。 

◆食中毒の発生状況が下げ止まりの傾向  ◆食中毒の被害実態は厚生労働省統計の１０００倍もと推定される。 

◆食品回収事例の告知件数が増加の傾向  ◆高齢化人口の割合が著しく増加している。 

◆日本の食品衛生管理水準を世界にアピールする必要がある。 

 

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理とは 

各食品等事業者がみずから食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の受け

入れから製品の出荷に至る全行程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理

し、製品の安全性を確保しようとする手法で記録、文書化されたものをいいます。従来は出来上がった製品の抜き

取り検査で安全性を確認していました。 
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※ＨＡＣＣＰ：Ｈaｚard Ａnalｙsis and Cｒiｔｉｃａｌ Ｃonｔrol Ｐoint⇒（危害要因 分析 そして 重要な 管理 点） 

 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理への対応について 

各食品事業者団体が作成した手引書を参考にしてＨＡＣＣＰの考え方をより簡略化したアプローチによる衛 

生管理を行っていきましょう。厚生労働省のホームページによると、２０１９年５月８日現在で４３業種の手引書が

既に発行されていますので、それらを参考にして対応しましょう。 
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※ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

